
払
田
柵
跡
第
---
。
七
次
調
査
出

国
立
歴
史
民
俗
博
物
館

秋

田

大

学

東
京
大
学
大
学
院

の
木
簡

三熊平

上田川

τまコf で杢士A

号先

孝介雨



凡

伊

図
版
写
真
は
原
則
と
し
て
原
寸
で
あ
る
が
、
@
六
号
木
儒
は
縮
尺
一
一
分
の
一
と

し
た
。
詳
細
な
数
値
に
つ
い
て
は
釈
文
下
段
を
参
照
さ
れ
た
い
。

釈
文
上
段
の
数
字
は
、
払
田
柵
跡
調
査
事
務
所
の
木
簡
登
録
番
号
で
あ
る
。

釈
文
下
段
の
数
字
は
、
木
簡
の
長
さ
×
幅
×
厚
さ
を
、
(

は
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。

釈
文
に
加
え
た
符
号
は
、
木
簡
学
会
で
定
め
た
も
の
を
使
用
し
た
。
以
下
「
木
簡
研
究
』

よ
り
抜
粋
。
木
簡
の
上
端
な
ら
び
に
下
端
が
原
形
を
と
ど
め
て
い
る
こ
と
を
示
す
(
端
と
は
木

日
方
向
の
上
下
両
端
を
い
う
)
。

木
簡
の
上
端
@
下
端
に
切
り
込
み
の
あ
る
こ
と
を
示
す
。

穿
孔
の
あ
る
こ
と
を
示
す
。

欠
担
文
字
の
う
ち
字
数
の
確
認
で
き
る
も
の
。

欠
損
文
字
の
う
ち
字
数
が
推
定
で
き
る
も
の
。

欠
損
文
字
の
う
ち
字
数
の
数
え
ら
れ
な
い
も
の
o

A
口占…

木
簡
の
表
裏
に
文
字
の
あ
る
場
合
、
そ
の
区
別
を
示
す
。

校
訂
に
関
す
る
注
で
、
原
則
と
し
て
釈
文
の
右
傍
に
付
し
、
本
文
に
置
き
換
え
る

べ
き
文
字
を
含
む
場
合
。

編
者
が
加
え
た
注
で
疑
問
の
残
る
も
の
。

四

一「

< 
口
口
口

円

)
内
は
欠
損
を
指
す
。

L_ 

。
U 

~ カ



完
形
。

別
当
子
弟
大
伴
寧
人
が
、
「
祝
責
(
は
ふ
り
め
)
」
を
頁
上
す
る
旨
を
記
し
た
文
書
木
簡
。
書
き
出
し
が
で
始
ま
る
文
書
は
、
正
倉
院
文
書
の
経
師
貢
上
文
(
大
日

本
古
文
書
一
七
ー
一
七
四
、
二
二
ー
三
九
)
な
ど
に
み
ら
れ
る
。
そ
の
場
合
、
「
貢
上
」
の
下
に
書
か
れ
る
対
象
者
は
「
経
師
一
人
」
と
い
う
よ
う
に
、
職
名
が
ゆ
一
一
日
か
れ
る
こ

と
が
一
般
的
な
の
で
、
本
木
簡
に
み
え
る
「
祝
費
」
も
個
人
名
で
は
な
く
職
名
で
あ
ろ
う
。
「
祝
貢
」
は
神
社
の
祝
(
は
ふ
り
)
の
職
に
就
い
た
女
性
を
意
味
す
る
と
考
え
ら

れ
る
。
文
献
上
で
は
『
類
衆
三
代
格
』
巻
一
、
貞
観
十
年
(
八
六
八
)
六
月
二
十
八
日
太
政
官
符
に
「
女
祝
」
の
語
が
確
認
さ
れ
る
。

大
伴
氏
は
、
弘
仁
十
四
年
(
八
二
三
)
に
ウ
ジ
名
を
伴
氏
に
改
め
て
い
る
の
で
、
本
木
簡
の
年
代
は
八
二
三
年
以
前
と
特
定
で
き
る
。

「
穴
太
部
」
は
、
出
羽
国
に
お
い
て
は
、
秋
田
城
漆
紙
文
書
の
(
出
挙
帳
様
文
書
)
に
平
ハ
太
部
道
石
」
が
、
秋
田
城
出
土
木
簡
一
一

O
七
号
削
屑
に
「
穴
太
マ

が
み
え
る
。

ヨ三

GI GI 

以貢

四上

月

日リ十

首七祝

日買

弟付口副
大穴口三
伴太口

寧部口

人宗

足

し一一

円山∞×
品。×
叫ム

12:!:ヨ

一「

ていは 容の内 君百子郊|ll 完形 解

第は 申

参市刊召。[不珂 の

である 貴営生 匡刊

。が
、

鹿
毛
牡
馬
の
支
給
を
申
請
し
た
文
書
木
簡
。
「
右
件
馬
」

の
上
に
石
田
」
の
墨
痕
が
確
認
で
き
る
の
で
、

の
あ
と
の
「
口
口
口
代
」
は
馬
を
申
請
す
る
理
由
を
記
し
た
も
の
と
忠
わ
れ
る
が
そ

の
上
の
字
分
は
「
別
賞
」
が
入
る
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
「
別
当
子
弟
」
に
つ

-4 

鹿

毛

牡

右

件

馬

馬

者

〔
養
損
カ
〕
〔
別
カ

口
口
口
代
口
九
回
目

弟

ρλ4 

品

生

ω
∞C
×
ω
∞× 
>---' 

L0 

第
S 
X 
一

九 木簡

の

釈文

と

解説
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木簡の釈文と解説

以

月

。

日

弟下

長給

米五物

七日

日片

口

(
H
N
K
H
)

×
h
H
仏

×

斗

上
端
、
両
側
面
は
原
形
を
と
ど
め
て
い
る
。
下
端
は
次
的
に
圭
頭
状
に
成
形
し
て
い
る
。
裏
面
の
調
整
は
粗
い
。
穿
孔
あ
り
。

米
の
支
給
に
つ
い
て
の
記
録
簡
と
考
え
ら
れ
る
。
「
弟
一
長
」
は
人
名
か
。

寸コ

〔

毅

カ

〕

〔

下

毛

野

カ

〕

口
勲
十
等
口
口
口

上
下
端
お
よ
び
右
側
面
欠
損
。

文
書
木
簡
の
署
名
部
分
か
。

の
上
に
は
「
大
毅
」
あ
る
い
は
「
少
毅
」
が
想
定
で
き
る
。

(

}

h

E

)

×
(
同
日
)
×
斗

6 

/'-. 

甫

(

N

h

円
、
ベ
)
×
(

N

斗
)
×
ム

升

安

古

丸

升

升

L_ 

上
端
欠
損
。

複
数
の
人
物
に
米
な
ど
の
物
品
を
支
給
し
た
際
の
記
録
簡
か
。
鈎
型
の
合
点
が
あ
る
の
で
、
支
給
の
際
に
こ
の
木
簡
を
用
い
て
点
検
を
行
っ
て
い
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
人

名
に
ウ
ジ
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
点
が
特
徴
的
で
あ
る
。
本
木
簡
と
酷
似
す
る
記
載
様
式
を
持
つ
木
簡
と
し
て
は
、
秋
田
城
第
五
四
次
調
査
出
土
の
一
八
号
木
簡
(
「
秋
田
城

出
土
文
字
資
料
集
E
』
)
が
あ
げ
ら
れ
る
。

人
名
の
「
某
麻
呂
(
万
呂
)
」
を
「
某
丸
」
と
表
記
す
る
古
い
例
と
し
て
は
、
藤
原
宮
跡
出
土
の
弘
仁
元
年
(
八
一

O
)
の
年
紀
を
も
っ
初
期
荘
園
の
記
録
簡
(
帳
簿
)
に
、

「
浄
丸
福
丸
等
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
九
世
紀
初
頭
に
は
す
で
に
人
名
に
「
丸
」
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
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木簡の釈文と解説第一章

区ヨ
ート

区ヨ12:9 Eヨ
ブL

口

手

古

二

左
側
面
欠
損
。

三
八
号
と
同
様
、
人
名
と
数
量
が
列
記
さ
れ
て
い
る
。
記
録
簡
で
あ
ろ
う
。

本

数
右
側
面
欠
損

口

口

大

伴

左
側
面
欠
損
。

荒
口

〔
上
毛
野
カ

子

弟

長

口

口

口

上
下
端
お
よ
び
両
側
面
欠
損
。
一
塁
出
は
二
次
的
な
サ
キ
。

職
名
に
続
け
て
人
名
が
記
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
「
子
弟
長
」
は
郡
司
子
弟
の
中
の

(
ω
N
G
)

×
(
H
C
)

×印

(∞印)×
(
N
C
)

×吋

(
G
J
1
)

×
(
H
N
)

×
ω
 

-8 

(印。)×
(
H
N
)

×ω

(

日

目

}

)

×

(
H
N
)
×

ι

と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
。



三
九

(縮
尺
二
分
の
こ

四
0 

四
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四

四



木簡の釈文と解説
車
問
ヤ

ザ
ゴ
コん牙

Eヨ
E:9 

区ヨ
三E

回一〈
四
七

@
下
毛
野

@
欠
二
人

上
端
欠
損
。

歴
名
儲
か
。

〔
田
力
〕

大

伴

口

組

口

口

祢

ド
端
焼
損。

両
側
面
欠
損
。

口作
カ
咋
力

(ω

∞ω)
×
(
H
N
)

×
ニ

〔
戟
カ
〕

二

宅

部

常

口

G
S
)
×
(
ち
)
×
ニ

上
端
欠
損
。
下
端
焼
損
。
両
側
面
欠
損
。
非
常
に
厚
手
の
材
を
使
っ
て
い
る
。
四
四
号
と
材
、
加
工
が
一
致
し
て
い
る
。
あ
る
い
は
同
一
個
体
か
。

歴
名
簡
と
思
わ
れ
る
。

「
<
白
番
米
一
斗
六
升
」

「
<
六
月
十
八
日
」

コ
じ
ノ
ゾ
ノ

o

Jr一
寸
ノ
耳
パ

冗
慶
五
年
(
八
八
一
)

た
り
八
合
を
そ
れ
ぞ
れ
充
て
る
と
あ
る
。
本
木
簡
に
み
え
る

杏
米
付
札
。
「
日
本
一
二
代
実
録
』

上口口口

王丹俗口
県小俗口
23 
び
右
側
面
を

一
次
加
工
し
て
い
る
。

十
六
日
条
に
、
出
羽
国
の
鎮
兵
の
日
椴
と
し
て

一
斗
六
升
」
は
鎮
兵
で
い
え
ば
十
人
分
、

H
H
N

×一{∞×∞

10-

升
六
合
、
兵
士
の
日
根
と
し
て

で
い
え
ば
二
十
人
分
の
日
般
に
あ
た
る
。

人
あ
た
り
米

)¥ 
あ

(
斗
(
)
)
×

(
ω
ω
)
×

ω
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木簡の釈文と解説

四
八

区ヨ
ブL

ヨ三
一ト

三E

口

土

成

身

可

口

口

口

長

恵

徳

口

馬
形
状
を
呈
す
る
木
製
品
に
転
用
さ
れ
て
い
る
。

何
ら
か
の
典
籍
の
抜
書
か
。

(斗∞)×
(
ω
ψ
)

×
ω

Z 此
側於
面
欠

埼口

口

(∞∞)×
(
H
G
)

×
ω
 

ヱメ干、

札止

(
H
C
吋
)
×
(
印
、
ベ

)
γ

ハ。

12 

右
側
面
部
、
下
端
部
欠
損
。
裏
面
無
調
整
。

一口口
問仕口
面」
欠
損

(-ω
∞)×
(
ω
G
)
X
∞
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木簡の釈文と解説

ヨヨ乙三E三区
E9 

三E
2三

上口〔
端ト|客
部カ
焼〕

J員

左
側
面
欠
損

。

口

。
中
間
部
、
腐
食
に
よ
り
文
字
欠
損
。

(
一

E
G
)

×

× 
0.) 

口
口
口
口
口
」

円
1
1
1
1
l
l
l
l〕
」

N
G
G

×
ωω

×日

口八
角
柱
状
木
製
品
に
転
用
。
上
端
左
右
に
切
り
込
み
。

(
]
=
ω
)
×
(
N
N
)
X
H
m
 

-14-

!口
側口
面

五口
実口
損

口

(
N
N
ゆ)×
(
H
h
w
)

×ゆ
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木簡の釈文と解説
車
問
ヤ

ムヤココ
Lm
白
河

三E
・圃..._.;、、

三E
寸コ

一品八
三E
ブL

.;、、
Cコ

口n
口U
右

田

(
】
印
。
)
×
(
同
一
山

)
X
一戸

口

口

(
H
ω
C
)

×
(
ω

一{)×∞

一口
出口
益口

τヨ

(
ω
C
M
)

×
(
M
M
)

×
-
ω
 

に
薄
墨
痕
あ
り
。

「

日

六

秋

藻

躍

拾

口

上
端
は
原
形
を
と
ど
め
て
い
る
。
右
側
面
欠
損
。

を
木
簡
の
書
き
出
し
と
考
え
る
と
、
本
木
儒
は
「
秋
藻
」
を
具
し
た
こ
と
を
記
し
た
文
書
木
簡
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
「
日
一
こ
の
書
き
出
し
で
始
ま
る
文

自IJ
屑

16-

の
類
例
は
こ
れ
ま
で
み
ら
れ
な
い
。
「
秋
藻
」
に
つ
い
て
は
第
二
章
参
照
。

ーっ

口す

(
削
屑
)

口
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木簡の釈文と解説

ー，、、.
(2J;ヨ

...、、
ヨ三

...、、
岡田a白幡町...、、

...、、

→= 

子

弟

口

口

山

道

矢

田

部

弓

取

人
名
を
列
記
し
た
木
簡
。
「
矢
田
部
」
は
、
出
羽
国
に
お
い
て
は
、
秋
旧
城
第
五
四
次
調
査
出
土
木
簡
の
中
に
、

同一

O
六
号
「
矢
田
マ
宅
麿
」
が
確
認
で
き
る
(
「
秋
田
城
出
土
文
字
資
料
集
E
b
。

部

弓

取

六
一
「
矢
田
部
弓
取
」
と
同
一
人
名
を
記
し
た
も
の
か
。

口伴
口浄
口継
力

〔

1

1

1
ヵ〕

口

口

口

有

有

の
字
は
墨
が
薄
く
、

の
字
は
、
墨
が
濃
い
。

〔

j
〕口為

口

為

口

「
矢
田
マ

活Ij
屑

(
削
屑
)

同
八
六
号
「
矢
田
部
小
黒
」
、

(
削
屑
)

自IJ
屑

-18-

自IJ
屑

自Ij1~ 1j 
屑
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木簡の釈文と解説

.;、、.
_/"'-

.;、‘・
ブ"L

-t::; 
Cコ→= ーヒゴ

〔
艮
〕
口

口
良
良
口
口

自Ij
屑
¥ー/

口仁
カ
7 
Jし
カ

r---， 

ì~ 1j 
屑
'-../ 

口
弟

口酒
カ

ì~ 1j 
屑

S 
B 

一
八
九
A

-20-

手目
T守
左'
側得

要得
損 4日
o 1-苛

上但
端 I、〔
部口有
焼ヵ
損〕

(
N
C
∞)×
(

N

C

×
H

H

 

尤
是
是
久
命
日
口

両
側
面
欠
損
。

(
H
C

斗)×
(
H
N
)

×目。
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木簡の釈文と解説

→= 寸コ
区羽

→= 
三区

吃コ
欄剛..__，、、

一口二
罰嘩土
史口
損

毛

野

朝

口1骨

1骨
j骨

1骨
の

(
H
C

叶
)
×
(
N
H
)

×一己

ì~ Jj 
屑

口子
力

削
屑

-22 

/戸¥

VJJj 
屑
'-.._./ 

第
二
章
参
照
。
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第一章木簡の釈文と解説

，.，."" /'"'、 八

O
七
九

寸コ
寸コ

官陀 口 口L問 ftQ黄 自
カ

文 に 自

口 墨痕あ

口
り 寅

fヘ
i1IJ 
屑

~ 

削
!百
'-.-/ 

月Ij
屑

~ 

ì~jlj 

'--ノ

f円、、

ì~ 1j 
!百
¥、ーノ

~ 

ì~jlJ 
!肖
¥、J

-24 
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第
二
章

主
な
木
簡
の
検
討

木
簡
の
全
体
的
特
徴

今
回
払
田
柵
跡
か
ら
は
、

四
九
点
の
木
簡
が
出
土
し
た
。
そ
の
全
体
的
特
徴
を
整
理

す
る
と
、
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な
ろ
う
。

。①
フじ

雲形
扇状
は

四
六
号
の

の
み
で
あ
る
。
完
形
で
な
い
こ
と
の

問
、
三
五
、

要
因
は
、
腐
蝕
等
に
よ
る
も
の
で
は
な
く
、
削
屑
二
一
点
も
含
め
て
、
木
簡
の
廃
棄
に

関
わ
っ
て
削
り
取
ら
れ
た
り
、
割
ら
れ
た
り
、
折
ら
れ
た
り
し
た
行
為
と
理
解
で
き
る
。

②

内

容

木
簡
を
内
容
に
よ
り
大
別
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

文
書
木
簡
:
:
:
:
:
・

ヱ
ハ
、
(
三
七
)
、
(
四
一
ニ
)
、
五
九
、
(
六

O
)、
(
六
一
)

四

五、

※ 
/ー¥

)
は
文
書
木
簡
の
一
部
分
と
推
定
さ
れ
る
も
の
。

記
録
簡
(
歴
名
簡
)
・
:
三
八
、

四
五
、
六

、
(
六
一
一
一
)
、
(
六
回
)
、

九
、
四

、
四
四
、

ー七。
七
12:9 

)
は
人
名
一
名
の
み
の
も
の
。

※ 
f、¥

記
録
簡
(
典
籍
カ
)
・
:
四
八

付

札

四
ノ¥

習

:
:
四
七
、
六
五
、
六
七
、
六
八
、
七

、
ト
ト
〕
L

円
、
、
ト
ぃ
レ
レ

一

一

，

ノ

}

}

七

不

一
、
四
九
、
五

O
、

四

、

、

明

四。
12:9 

五
、
五
六
、
五
七
、
五
八
、
六
六
、
六
九
、
七
三
、
七
五
、

七
八
、
七
九
、
八

O
、
八
一
、
八

内
容
的
傾
向
と
し
て
は
、
歴
名
儒
と
習
量
一
日
が

っ
て
お
り
、
付
札
が
一
点
し
か
確

認
で
き
な
い
の
も
特
徴
と
い
え
よ
う
。

③

年

代

木
簡
の
年
紀
は

号
「
大
伴
寧
人
」
、

く
認
め
ら
れ
な
い
。

4

}

0

4

-

、

中
/
手
/

川一

「
大
伴
」
の
一

点
は
、
弘
仁
十
四
年
(
八

一
一
二
)
に
淳
和
天
皇
の
詳
大
伴
を
避
け
て
、

大
伴
氏
を
伴
氏
に
改
め
た
こ
と
(
「
日
本
後
紀
』
弘
仁
十
四
年
四
月
壬
子
条
)

て
い
る
の
で
、
木
簡
の
年
代
を
八
二
三
年
以
前
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

④
木
簡
の
書
式
の
類
例

今
回
出
土
し
た
木
簡
と
類
似
す
る
書
式
を
持
つ
史
料
を
、
二
つ
ほ
ど
あ
げ
て
お
く
。

に
よ
っ

a 

口
づ
「
貢
r

上
」
木
簡
と
類
似
し
た
書
式
を
持
つ
も
の

正
倉
院
文
書
「
経
師
貢
上
文
」

(
続
々
修
三
十
九
軟

大
日
本

又
I三I

七
四
)

トぃ

l

上

経

師

矢

作

鹿

嶋

上

総

悶

武

射

部

畔

代

郷

戸

主

矢

作

肢

麻

以

門

戸

口

ネ113

護

四

年

-26 

月

一卜

I~I 

日

僧

都

法

書
き
出
し
が

で
始
ま
っ
て
い
る
点
が
三
五
号
木
簡
と

致
し
て
い
る
。

の
下
に
続
け
て
記
さ
れ
る
貢
上
対
象
者
が
、
個
人
名
で
は
な
く
「
経
師
」
と

い
う
職
名
に
な
っ
て
い
る
点
も
特
徴
的
で
あ
る
。
三
五
号
木
簡
の
「
祝
責
」
も
、
個
人

名
で
は
な
く
職
名
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

b 

三
八
号
・

「
歴
名
簡
」
と
類
似
し
た
童
図
式
を
持
つ
も
の

秋
田
城
第
太五
r-l~匹!

ごヵ話
チ[-査

土

八
号
木
簡
(
「
秋
旧
城
出
土
す
八
(
子
資
料
集
E

(
和
カ
〕

夜

口

矢

¥
伊
佐
伎

升

¥
鈴
取

-

「

¥

チ|粛

し
ーイア

¥
伊
波
口

チ[-

-
「
伊
佐
伎
三
升

升

チ[-

口
手
二
升
」

京己

人
名
と
数
量
(
升
)
が
列
記
さ
れ
て
い
る
点
、
鈎
型
の
合
点
が
付
さ
れ
て
い
る
点
、

人
名
に
ウ
ジ
名
が
記
さ
れ
て
い
な
い
な
ど
の
点
で
、
両
者
は
著
し
い
共
通
性
を
持
つ
。

こヲつ
3

し

の
共
通
性
は
、
木
街
の
内
容
、
作
成
日
的
な
ど
を
考
え
る
上
で
今
後
な
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ん
ら
か
の
手
が
か
り
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
。

「
別
当
子
弟
」

三
四
号
は
、

と
い
う
人
物
が
「
z

鹿
毛
牡
馬
」
を
請
求
し
た
文

で、

五
号
は
、
「
別
首
子
弟
大
伴
寧
人
」
が

(
は
ふ
り
め
ど
と
い
う

女
性
を
貢
上
し
た
と
い
う
文
書
木
簡
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
両
者
に
共
通
し
て
、

の

差
し
出
し
者
の
署
名
と
し
て
「
別
当
子
弟
」
の
語
が
み
え
る
。
「
別
当
子
弟
」

の
初
出

史
料
で
あ
る
が
、
従
来
、

や
平
城
宮
出
土
木
簡
な
ど
に
「
別
当
舎
人
」

「
別
当
史
生
」
が
み
え
て
お
り
、
こ
れ
ら
の
例
を
参
考
に
す
る
と
、

」
こ
は

「
別
当
で

あ
る
と
こ
ろ
の
子
弟
」
と
解
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

「
別
当
」
と
は
、
「
国
史
大
辞
典
』
が
明
解
に
説
明
し
て
い
る
よ
う
に
「
本
宮
を
持

つ
者
が
別
に
他
の
機
関
の

の
職
に
あ
た
る
こ

で
あ
り
、
前
述
の
正
倉
院
文
書
や

平
城
宮
木
簡
な
ど
の
例
か
ら
奈
良
時
代
前
期
か
ら
す
で
に
別
当
制
は
存
在
し
て
い
た
と

思
わ
れ
る
(
梅
村
喬
「
「
所
」
の
基
礎
的
考
察
」
『
日
本
律
令
制
論
集
』
上
、
古
川
弘
文

官官

九
九
三
年
)
。

と
こ
ろ
で
、

は
、
同
じ
奈
良
時
代
の
文
献
に
み
え
る

や

の

の
語
と
類
似
の
表
現
で
は
あ
る
が
、

の
意
味
は
明
確
に

守
合
。

最
も
分
か
り
ゃ
す
い
例
を
挙
げ
る
と
、
天
平
六
年
(
七
三
回
)
に
つ
く
ら
れ

国
計
会
帳
の
中
で
は
、
出
雲
国
司
小
野
毘
淑
奈
麻
日
に
、
一

通
り
の
職
務
の
表
記
が
な

さ
れ
て
い
る
。

つ
は
、
天
平
五
年
九
月
の
節
度
使
解
文
と
し
て
「
別
当
国
司
日
正
八

位
下
小
野
臣
淑
奈
麻
呂
」
、
同
十
月
の
節
度
使
符
と
し
て
「
造
兵
器
別
当
国
可
目
正
八

位
下
小
野
毘
淑
奈
麻
呂
」
と
あ
る
よ
う
に

と
す
る
も
の
で
あ
り
、
も
う
一
つ

は
、
同
五
年
八
月
の

へ
の
解
で
「
主
当
地
子
交
易
国
司
目
正
八
位
下
小
野
臣
淑
奈

と
あ
る
よ
う
に

と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の

の

い
は
、
前
者

が
国
司
の
本
来
の
職
務
で
は
な
く
、
節
度
使
の
職
務
に
関
わ
る
も
の
で
あ
り
、
後
者
が

の
職
務
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
に
よ
る
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。

す
な
わ
ち
、
「
主
当
」

と
は
、
専
ら
本
官
の
職
務
の
あ
る
部
分
を
担
当
す
る
場

合
に
の
み
使
わ
れ
る
表
現
で
あ
り
、
本
官
を
越
え
た
職
務
の
場
合
に
は
必
ず

の
語
が
使
わ
れ
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

同
様
の
例
は
「
類
衆
三
代
格
』

(八

O
八
)
太
政
官
奏

に
収
載
す
る
大
同

に
も
み
ら
れ
る
。
こ
れ
に
よ
る
と
、
大
宰
府
官
人
を
「
別
当
」
と
し

し
て
国
務
を
担
当
さ
せ
る
か
否
か
の
議
論
が
な
さ
れ
て
お
り
、
こ
こ
で
も
大
宰
府
官
人

が
自
ら
の
職
務
を
越
え
て
筑
前
田
の
国
務
を
担
当
す
る
こ
と
を
「
別
当
」
と
表
現
し
て

い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
結
局
「
別
当
」
と
は
、
自
分
の

の
職
務
を
越
え
て
他
の
機

構
の
職
務
を
兼
帯
す
る
場
合
に
の
み
用
い
ら
れ
る
表
現
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
払
田

柵
出
土
木
簡
の
「
別
当
子
弟
い
に
も
、
こ
の
原
則
は
あ
て
は
ま
る
も
の
と
考
え
て
よ
い
。

そ
こ
で
次
に
問
題
に
な
る
の
が

で
あ
る
。

ル
)
い
v

え

般

の

ば
郡
司
子
弟
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
ろ
う
。
郡
可
子
弟
に
つ
い
て
は
平
野
友
彦
氏
の

-27 

研
究
が
参
考
に
な
る
。
平
野
氏
に
よ
れ
ば
、
郡
可
子
弟
は
、
大
傾
@
少
傾
@
主
政
@
主

帳
と
い
っ
た
郡
司
と
な
ら
ん
で
、
在
地
に
お
い
で
あ
る
政
治
的
地
位
を
占
め
て
お
り
、

郡
司
の
職
員
に
準
ず
る
も
の
と
み
な
さ
れ
、
郡
の
職
務
を
分
掌
@
遂
行
し
て
い
た
と
い

う
(
「
郡
司
子
弟
小
論
」
「
日
本
古
代
政
治
史
論
考
』
古
川
弘
文
館
、

九
八
三
年
)
。

払
田
柵
出
土
木
簡
に
見
え
る
「
子
弟
」
も
、
ま
さ
に
こ
う
し
た
郡
可
子
弟
の
評
価
と
重

な
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

そ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
こ
の
署
名
に
「
別
当
」
と
付
さ
れ
て
い
る
意
味
も
説

明
で
き
よ
う
。

は
「
郡
司
子
弟
」
で
あ
り
、
本
来
郡
の
職
務
を
遂
行
す
る

務
が
課
せ
ら
れ
て
い
た
。
そ
の
子
弟
が
、

そ
の
郡
務
を
越
え
て
、
払
田
柵
(
城
柵
)
と

い
う
別
の
機
構
の
あ
る
特
定
の
職
務
を
兼
帯
し
た
た
め
に
「
別
当
」
の

れ
た

の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
こ
の
「
別
当
子
弟
」
の
詰
か
ら
は
、
郡
司
の
「
子
弟
」
が
、
払

田
柵
の
特
定
の
職
務
を
帯
び
た
「
別
当
」
と
し
て
出
仕
し
て
い
た
事
実
が
伺
え
る
の
で

あ
る
。
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ま
た
、

に
は
「
子
弟
長
」
の
語
が
見
え
る
。

の
初
出
史
料
で
あ

る
。
二
一
四
号
と

の
「
別
当
子
弟
」
が
別
人
で
あ
る
こ
と
や
、

の
存
在
か
ら
、
払
田
柵
に
は
複
数
の
郡
司
子
弟
が
い
て
、
様
々
な
職
務
を
分
掌
し
、

し

か
も
そ
れ
ら
「
子
弟
」
を
統
轄
す
る
「
子
弟
長
」
が
存
在
し
て
い
た
と
い
う
事
実
は
興

味
深
く
、
今
後
、
郡
可
子
弟
の
存
在
形
態
を
考
え
て
い
く
上
で
重
要
な
史
料
と
な
る
で

あ
ろ
う
。

こ
う
し
た
木
簡
と
の
関
連
で
見
逃
せ
な
い
の
は
、
従
来
の
諸
史
料
に
見
え
る

軍
事
的
役
割
で
あ
る
。
有
名
な
事
例
と
し
て
は
ま
ず
、
延
暦
十

の

年
(
七
九
二
)
の

の
設
置
が
あ
げ
ら
れ
る
が
、
こ
の
他
に
注
目
さ
れ
る
の
は

日
本
紀
I.ho， 

(
七
六

@
西
海
道
節
度
使
設
置
の

月
了
酉
条
の
東
海
@

で
あ
る
。
東
海
道
で
は
「
兵
士

万
五
千
七
百
人
」
と
な
ら
ん
で
「
子
弟
七
十
八
人
」

が
検
定
さ
れ
、
南
海
道
で
は

万
二
千
五
百
人
」

が
検
定

さ
れ
、
西
海
道
で
は
「
兵
士

一
千
五
百
人
」
「
子
弟
六
十

が
検
定
さ
れ
た
。

L. 

の

子
弟
の
軍
事
的
役
割
を
一
不
す
好
例
で
あ
る
と
と
も
に
、
郡
司
子
弟
が
集

団
と
し
て
把
握
さ
れ
、

な
る
も
の
の
存
在
を
き
わ
め
て
自
然
に
理
解
で
き

る
史
料
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
払
田
柵
が
夷
秋
に
対
す
る
軍
事
的
要
請
か
ら
作

ら
れ
た
城
棚
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
軍
事
的
役
割
を
担
っ
て
い
る
郡
司
子
弟
た
ち

が
、
城
柵
内
の
職
務
を
「
別
当
」
と
い
う
形
で
広
範
に
分
掌
し
て
い
た
と
い
う
実
態
も
、

十
分
に
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

蝦
夷
政
策
と
郡
司
子
弟
と
の
関
わ
り
と
し
て
は
、
記
杭
日
本
紀
』
延
暦
二
年
(
七
八

一
一
一
)
六
月
辛
亥
条
に
「
坂
東
八
回
」
の

仔
ハ

μa寸
1
J
て

'
1
1

、

現
わ
…
一
口
一
イ

J
N汗

用

を
習
わ
し
め
た
と
い
う
記
事
が
あ
る
。
こ
の

ら
払
田
柵
に
出
仕
し
て

い
た
「
子
弟
」
と
は
坂
東
諸
国
の
子
弟
で
は
な
い
か
、

と
い
う
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
本
木
簡
の
署
名
部
分
に
は
単
に

と
し
か
書
か
れ
て
い
な
い
こ
と
や
、

に
み
え
る
祝
貢
の

と
い
う
職
務
内
容
が
、
在
地
と
の
結
び
つ
き
を
前

提
と
し
て
成
立
し
て
い
る
と
判
断
す
る
な
ら
ば
、
出
羽
田
内
の
「
子
弟
」
と
考
え
る
の

が
妥
当
で
あ
ろ
う
。

な
お
、
出
羽
田
内
の

の
職
務
に
つ
い
て
具
体
的
に
知
る
こ
と
の
で
き
る
文

献
史
料
と
し
て
は
、
「
類
衆
三
代
格
」
承
和
十

j¥ 

)
正
月
一
l
l
五
日
太
政

に
「
応
陸
奥
出
羽
両
国
貢
上
雑
物
使
等
以
初
位
以
下
子
弟
差
充
進
上
事
」
と
あ
り
、

郡
司
子
弟
の
職
務
の

つ
に
中
央
へ
の
三
日
(
上
雑
物
使
」
が
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

司

}

0

4

}

J

、、

」
/
中
/
，

1
L

の
文
書
木
簡
に
み
え
る
馬
の

の

が

一
別
当
子
弟
」
の
い
か
な
る
職
務
上
の
必
-
安
か
ら
生
じ
た
も
の
な
の
か
に
つ
い
て
は

の
と
こ
ろ
不
明
で
あ
る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、

さ
ら
な

の

f 
q二

待
ーコ

て
検
討
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

ウ

野
@

野
@
大
伴
)

二
七
号

野
~
口
同
祢
」
、
七

匹!

i
 

rい一口仁

四
号
「
毛
野
朝
」
の
よ
う
に
、
上
毛
野
、

一 28

い
う
ウ
ジ
名
が
日
立
っ
て
い
る
。

L. 

0) 

い
う
ウ
ジ
名
は
、
も
ち
ろ
ん
東
国
の
上
野
@
ド
野
両
国
に
深

く
関
連
す
る
が
、

そ
の
実
態
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

陸
奥
@
出
羽
両
国
か
ら
他
の
地
域
(
内
国
)

へ
の
移
住
が
積
極
的

れ
て
い

る
が
、
停
囚
郷
(
夷
伴
郷
)

明
ら
か
に
そ
の
集
同
移
住
の

の

ブ
生}

も
の
と
み
な
し
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

そ
の
作
囚
郷
(
夷
伴
郷
)
は
「
和
名
類
衆
抄
』
に

よ
れ
ば
、
上
野
田
に
は
碓
氷
郡
@
多
胡
郡
@
緑
野
郡
の
三
郡
に
存
在
す
る
。
興
味
深
い

の
は
、

一
)
に
「
出
羽
国
の
出
夷
置
井
出
公
特
麻
呂
ら
卜
冗
人
に
上

j¥ 

毛
野
緑
野
直
の
姓
を
賜
う
」
と
み
え
る
こ
と
で
あ
る

ーム
J

一

日
J
J
l

年

月

庚
子
条
)
。
さ
ら
に
陸
奥
田
の
改
賜
姓
に
お
い
て
も
上
毛
野
氏
と
す
る
も
の
が
多
い
こ

と
も
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。

」
う
し
た
点
か
ら
、
今
回
の

と
い
う
ウ
ジ
名
は
、

)じ

羽
田
内
の
分
布
を
組
定
し
て
お
く
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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方、

-
四
回
号
の
大
伴
氏
に
つ
い
て
も
、

『
日
本
後
紀
』

弘
仁

四

二
年
(
八

一
)
九
月
壬
辰
朔
条
に
「
出
羽
国
人
少
初
位
下
元
耶
志
直
膳
・
大
伴
部
蹟

勝
に
姓
大
伴
直
を
賜
う
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
出
羽
田
内
に
お
け
る
分
布
が
確
認
で
き

る
。
こ
の
点
か
ら
も
、
三
五
号
の
「
別
当
子
弟
大
伴
寧
人
」
は
出
羽
国
内
の
郡
司
子
弟

と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

四

「
狭
藻
」

五
九
号
木
簡
に
海
藻
類
を
一
亦
す
「
秋
藻
」
と
い
う
物
品
が
み
ら
れ
る
。

「
秋
藻
」
は
、
文
字
通
り
「
秋
が
貢
進
し
た
海
藻
類
」
と
す
る
解
釈
と
、
「
え
び
す
め
」

と
訓
ん
で
「
見
布
」
と
す
る
解
釈
が
考
え
ら
れ
る
。

一
名
衣
比
須
女
」
と
あ
り
、

「
昆
布
」
は
『
和
名
類
衆
抄
』
に
「
和
名
比
呂
女
、

「
え
び
す
め
」
と
訓
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
実
際
、
『
延
喜
式
』
(
民
部
下
)

に
諸
国
交
易
雑
物
料
と
し
て
陸
奥
か
ら
昆
布
を
貢
納
す
る
こ
と
が
定
め
ら
れ
て
い
る
。

陸
奥
お
よ
び
そ
れ
以
北
を
主
産
地
と
す
る
海
藻
類
で
あ
っ
た
た
め
、

「
え
び
す
め
」
と

よ
ば
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
秋
藻
」
を
「
え
び
す
め
(
昆
布
)
」
と
し
た
場
合
、
昆
布
が
出
羽
田
で
産
出
さ
れ

な
い
と
い
う
点
が
問
題
と
な
る
。
昆
布
は
、
函
館
付
近
を
主
産
地
と
し
て
、
北
海
道
か

ら
宮
城
県
七
ケ
浜
町
沿
岸
ま
で
に
分
布
し
て
お
り
、

日
本
海
側
に
は
分
布
し
て
い
な
い
。

太
平
洋
側
で
の
み
と
れ
る
昆
布
を
「
秋
藻
」
と
表
記
し
た
と
考
え
る
こ
と
に
は
や
や
問

題
が
残
る
。

一
方
で
「
秋
」
の
用
例
に
着
目
す
る
と
、
「
津
軽
秋
伴
」
(
『
日
本
後
紀
』
弘
仁

年

(
八
一
四
)
十

月
己
丑
条
文
「
渡
島
秋
」
(
「
日
本
後
紀
』
弘
仁
一
冗
年
(
八
一

O
)
十

月
甲
午
条
、
『
日
本
紀
略
」
寛
平
五
年
(
八
九
三
)
閏
五
月
十
五
日
条
)

な
ど
、
津
軽

以
北
の
地
域
に
対
し
て
も
「
秋
」
の
呼
称
が
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

ま
た
、
「
続
日
本
紀
』
宝
亀
七
年
(
七
七
六
)
五
月
戊
子
条
に
「
出
羽
田
志
波
村
賊
」

が
叛
逆
し
た
と
い
う
記
事
が
あ
り
、

少
な
く
と
も
八
世
紀
後
半
に
は
志
波
村
を
中
心
と

し
た
地
域
が
出
羽
国
可
管
掌
下
に
あ
っ
た
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る

ヘ
huu口
寸
寸
」
子
己
、
-

f
ム

H
u
n
u
r
y
j
イ
ノ

「
蝦
夷
と
蝦
秋
」
「
東
北
古
代
史
の
研
究
』

九
八
六
)
。
「
忘
波
村
」
が

11年
Wi 

羽
田

に
属
し
て
い
た
と
す
る
と
、
「
志
波
村
賊
」
を
指
し
て
「
秋
」
と
称
し
て
い
た
サ
能
性

i
b
中の
7
Q

。

以
上
の
よ
う
に
、
「
秋
」

の
対
象
地
域
を
、

日
本
海
側
の
み
な
ら
ず
、
沖
軒
以
北
や

「
秋
山
保
」
リ
昆
布
の
司
能
性

太
平
洋
側
ま
で
拡
げ
て
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
な
ら
ば
、

も
十
分
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
段
階
で
は
、

い
ず
れ
と
も
判
断
し
が
た
い
が
、

「秋」

の
用
例
を
考
え
て
い
く
際
の
宜
主
な
資
料
と
な
る
こ
と
に
間
違
い
な
い
で
あ
ろ

切っ。

五

書
体

29 

七
六
号
木
簡
は
、
「
猫
」
と
い
う
文
字
を
習
書
し
て
い
る
。

ま
由
こ
土
し

J
f
u

，5
4
1
3
L
U
r
l
J
 

そ
の

て
き
わ
め
て
特
異
と
み
て
よ
い
。
図
ー
で
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
七
六
号
木
簡
の

(図
3
)
の
書
体
は
隷
書
風
の
筆
画
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ま
で
も

に
お
い
て
、
例
え
ば
、

の
辰
翰
「
雑
集
」
は
、
内
藤
乾
吉
氏
に
よ
れ
ば
、
繊

麗
な
筆
法
に
遊
糸
が
盛
ん
に
用
い
ら
れ
て
い
て

の
楕
遂
良
の
影
響
が
認
め
ら
れ
、
ま

た
と
こ
ろ
ど
こ
ろ

の
筆
画
が
存
し
六
拐
の
古
風
を
伝
え
て
い
る
と
指
摘
し
て

い
る
(
正
倉
院
事
務
所
編
『
正
倉
院
の

九
六
四
年
)
。
た
だ
し
、
「
雑
集
」
は

図 1 I謂」の隷書体
(佐野光一編
F木簡字典J1川~J

~if~LLI閤 H:\J~ より

一歩斉

多f司
。
配
同
物
持
崎
明
A

げ
叩
偶
荘
扶
)

教
科
林
務
一
石
向
持
宇

主主排 5 29 



荊ニ1，主な本簡の検討

本
渇

勾
ι

札
比
一
所

信
三
花
道
m
m
A
+
咋

一40
ゑ

右

対
刊
号
制
稽
昨
志
一

月
唱
え
必

nm
鳴
る
本

特
材
、
勾
友
本
一
苛
ポ
求
九
守
希
句
ふ
パ
匂
一
室

吉
本
船
町
会
万
一
九
本
詩
制使ロ

f千

主
主
是
認
古
申
立
え
え
品
乏
由
可
作

援製品(lJi¥t俊史民俗得物図2 奉2写鈎執絡所総経文

書記前世)

rr人;副本山党内J;; -43.( -4351 (宮内庁i上書院主l'務胡 2事典jQ峨許可約

正申骸K.!t地11!ll1第76号木簡 (2倍〉図3

椛
行
の
中
間
で
持
母
の
知
事
ψ
却
を
交
え
て
い
る
と
い
う
も

の
で
あ
り
、
正
合
統
文
書
と
し
て
は
、
む
し
ろ
劉

2
に

泌
げ
た
乾
政
府
H

(

太
政
符
の
庇
名
)
山
人
生
の
肉
縮
問
uu

川
作
の
曾
が
隷
母
体
を
典
型
的
に
伝
え
て
い
る
。

本
木
簡
の
検
討
に
あ
た
り
、
一
東
京
大
学
佐
穂
倍
、

海
内
庁
正
倉
院
事
務
所
杉
本

一
樹
氏
に
良
震
な
仰
教

何事
を
い
た
だ
い
た
。

30 
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